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実験・実習教育の充実と「実習助手」制度改革を求める全国署名 

子どもたちにとって必要な基礎学力や科学的認識、体験あるいは体感によって技術や技能を身につけることは重

要なことです。充実した実験･実習教育がおこなわれることは、子どもたちの探究心、思考力、判断力、豊かな表

現力を養うために必要不可欠なことであり、学校での実験･実習教育が果たす役割は大きなものとなっています。

また、改訂学習指導要領による観点別評価の導入により、実験・実習の授業が増加している現状があります。 

しかし今、実験･実習教育に関する施設・設備をはじめ、授業に必要とされる実験装置や器具などを整備、更新

するための教育予算については、まだまだ充分に保障されていない状況となっています。また、実習教員は教諭と

協力して実験･実習教育に携わっていますが、全ての学校種において教員不足が深刻な社会問題となる中で、実習

教員も例外ではなく、専門職としての経験や知識の蓄積、技術の継承に困難をきたしている現状があります。 

そして、実習教員は教育職であり、現行制度の下において文部科学省は、「実習助手は必要な職種」「教科にか

かわって教諭を助ける以外に職務内容の制約はない」と回答しているにもかかわらず、学校現場では職名「実習助

手」の「助手」が強調され、職務内容の解釈に相違が生じてしまい、子どもたちの教育活動に携わる上で様々な制

約をかけられ補助的業務に位置づけられています。さらに「高等学校教育の在り方ワーキンググループ中間まとめ」

を踏まえて学校教育法施行規則改正（2024.4.1施行）にともなっての「高等学校等におけるメディアを利用して

行う授業の実施に係る留意事項」（通知）改正においては、受信側の教室等への教員の配置について「教員に代え

て学習指導員や実習助手・事務職員等の当該高校等の職員（校長の指揮監督下）配置する場合」と実習教員が位置

づけられており、教員に代わる職員と明記されました。このことをはじめ、長年にわたり放置されてきた様々な矛

盾がもたらす問題を解消するためには、現行の「実習助手」制度を改善するべきです。 

私たちは以上の観点に立ち、どの子にも充実した実験･実習教育がおこなわれるよう、また「実習助手」の地位

向上が実現されるよう、下記事項を強く要請します。 

記 

一．ゆきとどいた実験・実習教育実現のため、高等学校設置基準及び特別支援学校設置基準の「・・・必要

に応じて相当数の実習助手を置くものとする」規定を、「置かなければならない」にすること。 

一．実験・実習を伴う全ての教科で、実験・実習が少人数（グループ単位）でおこなえるよう、「実習助手」

も含めて教員全体の「標準法」を改善すること。 

一．実験・実習のための予算整備、及び施設・設備を整備すること。 

一．学校教育法第60条4項の「実習助手」の職名を「助手」ではなく「教諭」を含む職名に改正すること。 

一．教員免許法認定講習等により高等学校一種免許状を取得した「実習助手」の「教諭」任用を促進するよ

う、各都道府県教育委員会に促すこと。 

一．現行「実習助手」制度を改正し、教諭一元化にすること。そのため、学校教育法、高等学校設置基準、

特別支援学校設置基準、高校標準法など、関連諸法規の改正をおこない、職種間で生じている矛盾をな

くし、共同した学校づくりへの参画と教育活動ができるようにすること。 
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